
飲食料品・化粧品等の
リコール時に発生する
様々な費用を補償します。

生産物品質保険
CPI

2020年6月1日以降保険始期契約用2020.3版

生産物品質保険
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①食品、飲料品、化粧品、医薬部外品の
　製造・加工業者
　(OEM委託業者・受託業者を含みます。）

対 象 と な る 業 種

この保険は、次の業種を営む企業がご加入いただけます。

この保険の対象となる地域は、原則として日本国
内となります。
日本国外を対象地域に含む（輸出した生産物を
補償対象に含む）ことをご希望の場合はご相談く
ださい。

食品、飲料品、化粧品、医薬部外品
・原則として、被保険者のすべての生産物［注］を対象としてお引き
受けします。

・飼料、ペットフードは補償対象外です。

異物混入等を原因とした生産物のリコールが後を絶ちません。
リコールには多額の費用がかかるケースもあり、対応を誤るとブランドイメージが大きく損なわれ、
経営基盤を揺るがしかねない大きなリスクとなっています。
「生産物品質保険（CPI）」は、リコール時に発生するさまざまな費用を補償する保険です。
また、リコールの具体的な方法等の危機管理対応をアドバイスする外部のコンサルタントをご紹介し、
ブランドイメージの失墜を最小限にとどめ、損失を軽減できるようサポートします。

生産物品質保険（CPI）の対象・特長
基本契約のご説明
保険金のお支払いについて
オプション特約のご説明
ご注意事項
用語のご説明
用語の意味を説明しています。ご参照のうえ、パンフレットをご覧ください。

２
３
5
7
８
９

検査分析費用を補償

コンサルティング費用は、保険金額とかかわりなく補償

検査分析やコンサルティング費用について弊社が保険金を支
払った場合でも、保険金額が減額されることはありません。

貴社の在庫品の原価や廃棄費用も補償

消費者や小売店等から回収された生産物に加え、貴社が在庫と
して所有する生産物または生産物の原材料、仕掛品、半製品、
完成品の原価や廃棄費用も補償します。ただし、事故のあった生
産物の在庫品に限ります。

事故の事実等を確認・調査するための検査分析費用を補償しま
す。（あらかじめ弊社が承認したものに限ります。）
検査分析の結果、事故の事実がないこと、または被保険者の瑕疵
による事故ではないこと、もしくは補償対象事故ではないことが判
明した場合でも、その時点までに発生していた費用で既に弊社が
承認していたものについては保険金をお支払いします。

製造・加工業の場合は、出荷前の事故も補償

貴社が製造・加工業の場合は、製造・加工に着手した時以降に事
故の発生を知った場合も補償対象となります。（貴社が製造・加工前
に行う受入れ検査で事故の発生を知った場合は補償対象外です。）
なお、貴社が製造・加工を行わない場合は、生産物を正当な引渡
先に現実に引き渡した時以降に事故の発生を知った場合が補
償対象となり、出荷前に知った事故は補償対象外です。

第三者によるリコールも補償

貴社の生産物を販売した小売店や、貴社の生産物を原材料とし
て使用した商品・製品を製造・販売した製造業者等の第三者が、
貴社に代わってリコールを行い、それに要した費用の請求を貴社
が受けた場合、第三者が支出した回収等費用についても補償し
ます。

健康被害がない偶然な汚染事故も補償

健康被害が発生するおそれがない偶然な汚染事故についても補
償します。ただし、新聞等への社告の掲載または所管する行政機
関への届出もしくは報告をすみやかに行った場合に限ります。

輸入した生産物や原材料の事故も補償

輸入した生産物や原材料については、原因が国外にあっても補
償します。

ご要望に応じて、事故時の危機管理対応をアドバイスする外部
のコンサルタントをご紹介し［注］、そのコンサルティング費用も補償
します。

危機管理コンサルタントの紹介でダブルサポート

生産物品質保険（CPI）の対象・特長

生産物品質保険（CPI）と生産物賠償責任保険（PL保険）の違い

C O N T E N T S

生産物品質保険（CP I）の対象

生産物品質保険（CP I）の特長

生産物品質保険（ＣＰＩ）は、生産物のリコール等によって企業が被る損害を補償します。一方、生産物賠償責任保険（PL
保険）は、生産物によって健康被害や財物損壊の被害を被った相手方への法律上の損害賠償責任等を補償するものです。
これらを組み合わせることで、万一の場合の企業のダメージを幅広く補償することが可能となります。

対 象 と な る 生 産 物 対 象 と な る 地 域

生産物品質保険（CPI）は
「食の安全」が求められる時代にマッチした保険です。

生産物品質保険
（CPI）で対応

生産物賠償責任保険
（PL保険）で対応

回収に要した費用

喪失利益

専門家への相談費用、検査分析の費用等

事態収束後に出す安全宣言の費用

代替品を製造・供給するために発生した残業代等

訴訟に要した費用

※　円グラフはリコール時に企業が被る損害をイメージ化したものです。

被害者から請求された損害賠償金

②食品、飲料品、化粧品、医薬部外品を扱う
　輸入販売業者、卸売業者、小売業者等

[注] 生産物とは、この保険で補償の対象となる商品・製品のことをいいます。 

［注］保険契約に付随するこのサービスは、内容等を変更する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

※　企画開発業者、包装材製造業者、包装業者、運送業者の方はご契約いただくことができませんのでご了承ください。

か    し

③飲食店
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４

基本契約のご説明

お支払いの対象となる事故 お支払いする保険金

3 4

1 2

３

第三者による異物混入事故

か      し

この保険では、貴社が製造、販売または供給を行った生産物に発生した次の事故により、貴社に生じた損害を補償します。 この保険では、日本国内の被保険者が被る次の損害を、事故の発生を最初に知り得た時から最大12か月間を限度にお支払いします。

第三者（従業員を含みます。）の
害意ある行為により、生産物に
対して異物混入または異物混
入脅迫が行われた場合に保険
金をお支払いします。

販売している菓子に毒物を混入したという脅迫電話が！ 
至急回収することになった…

安全が損なわれる偶然な汚染事故

生産物に偶然な汚染が発生し、
認定期間（７日）内に消費者に健
康被害が発生した場合、または
確実に発生するおそれが生じた
場合に保険金をお支払いします。

提供した食材に黄色ブドウ球菌が見つかった！
このままだと、お客さまが食中毒になりそうだ…

瑕疵ある偶然な汚染事故

健康被害のおそれはないものの、
生産物に偶然な汚染が生じた
場合に保険金をお支払いします。
ただし、新聞等への社告の掲載
または所管する行政機関への
届出もしくは報告をすみやかに
行った場合に限ります。

工場のラインで輪ゴムが誤って食品に紛れ込んだ！
社告を掲載し、回収することになった…

行政機関による回収指示事故

※基本契約では補償の対象外です。補償対象事故追加およびサブリミット
増額に関する特約（縮小支払割合90％）をセットした場合に、補償の対
象となります。
　7ページの「オプション特約のご説明」をご参照ください。

ある企業が○○国から輸入した原材料に、
日本では禁止されている添加物が使用されていたことが判明。
貴社が輸入した原材料にもその可能性があるとのことで、

行政機関から回収命令が出た！
検査したところ貴社の生産物には使用されていないことが

判明したが、回収せざるを得ない…

か    し

※

喪失利益B 被保険者が事故の影響により被る営業利益の減少分［注4］をいい、以下の計算式で算出します。

［注4］売上高の減少分ではなく、営業利益の減少分の補償となります。

生産活動維持
費用D 事故に起因する損害を軽減し、事故発生前の生産活動状態へ復旧するために、または事故発生前と同等な生産活

動を極力維持するために、復旧期間内に生じた施設・設備等の清掃もしくは消毒のための費用、残業代・アルバイト
料等の人件費その他の必要かつ有益な費用のうち、通常要する費用を超える部分とします。ただし、次に掲げる費
用は除きます。
ア．事故の有無にかかわらず要する費用
イ．機械設備、什器、備品、不動産等の資産取得にかかる費用

C 事故によって失った生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用をいいます。ただし、事故の生じ
た生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の安全宣言（宣伝または広告）［注5］に対して被保険者自身
が支出した費用［注6］に限るものとし、契約締結時に定めた1事故および保険期間中保険金額の25％が限度となります。

広告宣伝活動等
費用

回収等費用A 1.正当な引渡先に現実に引き渡された日本国内にある生産物について、被保険者が行う回収等に要する次に掲げる費用［注1］
ア．新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
イ．電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成費や封筒代およびコールセンター設置費用を含みます。）
ウ．回収した生産物に対する次に掲げるいずれかの費用。ただし、（ア）および（イ）については回収した生産物に
おける被保険者の原価［注2］を限度とします。
（ア）回収した生産物を再製造、再加工または再包装して提供する場合、その再製造、再加工または再包装

に要する費用
（イ）代替品を提供する場合、その代替品の原価
（ウ）回収した生産物の対価を返還する場合、その生産物の原価［注2］
エ．回収した生産物または代替品の輸送費用
オ．回収した生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
カ．回収等の実施により生じる人件費のうち、通常要する人件費を超える部分
キ．回収等の実施により生じる出張費および宿泊費
ク．回収した生産物の廃棄費用

2.被保険者が事故の発生を初めて知った日において、被保険者が在庫として所有し、日本国内に存在する生産物ま
たは生産物の原材料、仕掛品、半製品、完成品［注3］にかかる次の費用
ア．原価［注2］
イ．廃棄に要する費用

回収

E 次に掲げる対応または対策を行うために、第三者の調査機関または広報戦略もしくは危機管理に関する専門知識も
しくはその他専門知識を有する者からの助言、コンサルティングまたは分析等に対して、被保険者が支出した費用をい
います［注7］［注8］。ただし、いずれも弊社があらかじめ承認したものに限ります。
ア．事故の事実等にかかる確認または調査
イ．回収等または広告宣伝活動等の方法の策定

［注7］契約締結時に定めた1事故および保険期間中保険金額とかかわりなく、コンサルティング費用の全額を保険金として
お支払いします。また、コンサルティング費用について弊社が保険金を支払った場合でも、保険金額が減額されること
はありません。

［注8］検査分析の結果、事故の事実がないこと、または被保険者の瑕疵による事故ではないこと、もしくは補償対象事故では
ないことが判明した場合でも、その時点までに発生していた費用で既に弊社が承認していたものについては保険金を
お支払いします。

コンサルティング
費用

［注1］納入先等の第三者が被保険者に代わって生産物を市場から回収する場合において、その第三者が被保険者に請
求した回収等費用の損害を含みます。ただし、この場合において、1.ウ．に規定する費用は、被保険者自身の費用を
補償するもので被保険者自身の原価を限度とし、納入先等の第三者によって増加した価値までを補償するものでは
ありません。

［注2］会計上、被保険者の原価として計上されるべき額に限ります。
［注3］いかなる場合も 調理、加工または包装（ラベル等の貼付けを含みます。）に着手していない生きている物は除きます。

［注5］日本国内に向けて行われたものに限ります。
［注6］回収に関する社告は上記　A 回収等費用　で補償します。

か   し

（　　　　　　　          ）事故がなければ得られて
いたであろう見込営業収益

被保険者が事故の発生を最初に
知り得た時以降に計上された営業収益

直近会計年度の
営業利益率ー ×

国、地方自治体等の行政機関に
よって生産物の回収に関する行政
指導または行政処分が行われたも
のの、実際にはその生産物に該当
する事象が発生していない場合に
おいても、保険金をお支払いします。
ただし、実際に生産物に、1 第三
者による異物混入事故、2 安全
が損なわれる偶然な汚染事故、
3 瑕疵ある偶然な汚染事故が発
生している場合はそれらの事故と
して、保険金をお支払いします。
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5 6

保険金のお支払いについて

か　 し

か　 し

事故例のご紹介

保険金をお支払いできない主な場合事故の種類とお支払いする保険金

保険契約者または被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の
機関をいいます。以下同様とします。）の故意もしくは重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による法令違反または各種義務違反
被保険者の生産物に事故は発生していないにもかかわらず、第三者が製造・販売した同種の製品の回収が行われていることを理由に行った、被保険者
の生産物の回収
生産物の自然の消耗・摩滅・その他類似の事由
生産物のさび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合を除きます。
ア．第三者の害意によって発生した場合
イ．食品衛生法に食中毒の病因物質として掲げられた細菌の活動により、これらの事由が発生した場合
核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な
特性の作用またはこれらの特性
回収した生産物の再加工上の瑕疵、または代替品の瑕疵
牛海綿状脳症（ＢＳＥ、いわゆる狂牛病）に起因した偶然な汚染
この保険契約が初年度契約である場合、保険契約者または被保険者の役員、従業員、職員のいずれかが保険契約締結時に既に知り得ていた事故
もしくは知り得ていたと合理的に類推できる事故

など

他人の健康被害または財物の損壊についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
回収等の対象となる生産物またはその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
回収等の瑕疵、または回収等の方法の拙劣等により、合理的かつ妥当な回収等費用以上に要した費用
特別の約定がある場合において、その約定によって合理的かつ妥当な回収等費用以上に要した費用
争訟に要した一切の費用　
異物混入脅迫にかかる第三者からの強要金

など

か　し

か　し

か　し

A B C D E

回収等費用 喪失利益 広告宣伝活動等費用
（保険金額の25%限度） 生産活動維持費用 コンサルティング費用

保険金の種類

事故の種類

安全が
損なわれる
偶然な
汚染事故

第三者による
異物混入
事故

瑕疵ある
偶然な
汚染事故
［注3］

か　し

行政機関
による回収
指示事故
［注6］

［　 、 　、 　、　 ］の合計額から、免責金額（自己負担額）を控除した額に、縮小支払割合90%を適用します。
7,500万円または保険金額［注2］のいずれか低い金額をサブリミットとします。［注5］
　は保険金額［注2］による制限なく補償します。

基本契約［注1］では補償の対象外です。
A B C D

E

E コンサルティング費用免責金額
（自己負担額）

縮小支払
割合90％

［　 、 　、 　、　 ］の合計額から、免責金額（自己負担額）を控除した額に、縮小支払割合90%を適用します。
7,500万円または保険金額［注2］のいずれか低い金額をサブリミットとします。［注5］
　は保険金額［注2］による制限なく補償します。

A B C D

E

E コンサルティング費用免責金額
（自己負担額）

7,500万円
または

保険金額［注2］の
いずれか低い金額

7,500万円
または

保険金額［注2］の
いずれか低い金額

縮小支払
割合90％

［　 、 　、 　、　 ］の合計額から、免責金額（自己負担額）を控除します。300万円を保険金額（サブリミット）とします。
　 は保険金額［注2］による制限なく補償します。

A B C D
E

［　 、 　、 　、　 ］の合計額から、免責金額（自己負担額）を控除します。保険金額［注2］を限度とします。
　 は保険金額［注2］による制限なく補償します。

A B C D
E

E コンサルティング費用免責金額
（自己負担額） 300万円

E コンサルティング費用免責金額
（自己負担額） 保険金額［注2］

A 回収等費用

B 喪失利益

C 広告宣伝活動等費用

D 生産活動維持費用

A 回収等費用

B 喪失利益

C 広告宣伝活動等費用

D 生産活動維持費用

A 回収等費用

B 喪失利益

C 広告宣伝活動等費用

D 生産活動維持費用

A 回収等費用

B 喪失利益

C 広告宣伝活動等費用

D 生産活動維持費用

［注1］　基本契約とは、普通保険約款に自動追加特約をセットしたご契約のことをいいます。
［注2］　契約締結時に定めた１事故および保険期間中保険金額のことをいいます。１つのご契約でお支払いすることができる保険金の合計額は、保険証券

記載の１事故および保険期間中保険金額が限度となります。
［注3］　新聞等への社告の掲載または所管する行政機関への届出もしくは報告をすみやかに行った場合に限って補償します。
［注4］　補償対象事故追加およびサブリミット増額に関する特約（縮小支払割合90％）をセットすることにより、 ３ 瑕疵ある偶然な汚染事故  に対する

300万円の保険金額（サブリミット）を1事故および保険期間中7,500万円まで増額することができます。（契約締結時に定めた保険金額が7,500
万円に満たない場合は、その保険金額を限度額とします。）ただし、縮小支払割合90％が適用されます。

［注5］　３ 瑕疵ある偶然な汚染事故  と ４ 行政機関による回収指示事故  をあわせて、１事故および保険期間中7,500万円または保険金額のいずれか
低い方がサブリミットとなります。

［注6］　補償対象事故追加およびサブリミット増額に関する特約（縮小支払割合90％）をセットすることにより、 ４ 行政機関による回収指示事故  を１事
故および保険期間中7,500万円まで補償することができます。（契約締結時に定めた保険金額が7,500万円に満たない場合は、その保険金額を限
度額とします。）ただし、縮小支払割合90％が適用されます。

補償対象事故
追加および
サブリミット
増額に関する
特約（縮小支
払割合90%）
［注4］をセットし
た場合 4

基本契約
［注1］

納品先の受入検査で、生産物から大腸菌の陽性
反応が出た。

「保険金をお支払いできない主な場合」の「生産物のさび、か
び、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由」に該当し、補償
の対象外となります。
ただし、オプション特約をセットすることで一部を補償対象と
することができます。

保険事故には該当しません

保険事故の可能性があります

保険事故の可能性があります

事例1 生産物からガラス片が出てきたとの申し出を受
けて確認したところ、原材料を入れるガラス容器
が欠けていることが判明した。

事例2

製造ラインの合成樹脂部品が摩耗して粉末状になり、
生産物に混入したことが判明した。有害な物質では
ないが、すみやかに保健所に自主報告を行った。

事例4生産物の封入過程に瑕疵があり、出荷後にかび
が発生しているのが見つかった。事例3

保険事故の可能性があります
消費者が摂取すれば健康被害が発生するおそれがあるため、
2 安全が損なわれる偶然な汚染事故 に該当する可能性があり
ます。

ガラス片の混入した生産物を飲食すると、ガラス片が唇に刺さ
る、歯が折れる等の健康被害が予測できるため、2 安全が損
なわれる偶然な汚染事故 に該当する可能性があります。

摂取しても健康被害のおそれがないこと、保健所への自主報
告を行ったことから、3 瑕疵ある偶然な汚染事故 に該当する
可能性があります。

か　し

か　し

この保険では、主に次の事由によって生じた損害は補償の対象外となり、保険金をお支払いできません。

この保険では、主に次の損害または費用は補償の対象外となり、保険金をお支払いできません。
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７ ８

この保険は、貴社の業種、対象となる生産物、把握可能な直近
の会計年度（1年間）における税込売上高、品質管理の状況、
事故歴およびその内容、ご契約の保険金額・免責金額（自己負
担額）等に基づき算出した保険料を確定保険料として取り扱い
ます。保険料の算出にあたっては、下記のいずれかの書類の写
しが必要となります。
　１．直近の会計年度（1年間）の損益計算書
　２．直近の会計年度（1年間）の青色申告決算書
　３．直近の会計年度（1年間）の法人事業概況説明書    など

ご注意事項オプション特約のご説明

この保険は、貴社のご希望に応じてオプション特約をセットできます。
ご契約時にご注意いただくこと

万一事故が発生した場合には、取扱代理店・扱者または弊社に
遅滞なくご連絡いただき、その後の対応についてご相談ください。

事故が発生した場合

1．この特約をセットすることにより、3 瑕疵ある偶然な汚染事故の保険金額（サブリミット）を増額します。
基本契約では1事故および保険期間中300万円の保険金額（サブリミット）を、7,500万円に増額することができます。ただし、保険契約
締結時に定めた1事故および保険期間中保険金額が7,500万円に満たない場合は、その保険金額を限度とします。

2．この特約をセットすることにより、4 行政機関による回収指示事故も補償します。
ア．国、地方自治体等の行政機関によって生産物の回収について行政指導または行政処分が行われ、実際には貴社製品にはその事象
が発生していないにもかかわらず回収が避けられない場合に、保険金をお支払いします。

イ．3 瑕疵ある偶然な汚染事故と4 行政機関による回収指示事故をあわせて7,500万円（保険契約締結時に定めた1事故および保
険期間中保険金額が7,500万円に満たない場合は、その保険金額）を限度にお支払いします。

3．3 瑕疵ある偶然な汚染事故、4 行政機関による回収指示事故ともに、縮小支払割合は90％となります。
4．3 瑕疵ある偶然な汚染事故、4 行政機関による回収指示事故ともに、E コンサルティング費用には免責金額（自己負担額）と縮小支払
割合を適用しません。

補 償 対 象 事 故 追 加 お よ び サ ブリミット 増 額 に 関 する 特 約（ 縮 小 支 払 割 合 9 0 ％ ）

ご 契 約 に あ た っ て

契約者または被保険者には、ご契約の後、通知事項（申込書記
載事項または保険証券記載事項のうち、通知義務の対象として
定めた事項をいいます。）に変更が生じる場合は、事前に取扱
代理店・扱者または弊社にご連絡のうえ、変更の承認請求を
行っていただく義務（通知義務）があります。（事前に変更の事実を
把握できない場合は、遅滞なくご連絡いただく義務があります。）
主な項目は次の通りです。
　１．貴社の生産物
　２．貴社の売上高（保険料の算出基礎）
　3．生産物の販売地域　　  　　　　　　　　　　　 など
弊社では、ご通知いただいた内容に基づき、ご契約の変更承
認を行います。この場合、保険料の返還または追加請求をさせ
ていただく場合があります。追加保険料が発生する場合は、契
約内容の変更と同時に払い込みください。追加保険料の払込
みが行われない場合は、保険金をお支払いできないことや保険
契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
なお、通知事項にかかる変更のご連絡がない場合や遅れた場
合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意く
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、この保険の対象となる危険が著しく増加した場合等にお
いては、ご契約を解除させていただくことがありますので、あらか
じめご了承ください。

ご契約後にご注意いただくこと

通 知 義 務

この保険では、貴社の直近の会計年度（1年間）における税込
売上高に基づいて保険料を算出するため、原則として保険期間
終了時の保険料の確定精算は行いません。　　　　　　　
ただし、ご契約時に「保険期間中の予想売上高」に基づき保険料
を算出する場合は、ご契約締結時点で以下のいずれかの方式
をご選択いただき、保険料の精算（確定精算）を行います。

保険料の精算について

契約者または被保険者には、保険契約を締結いただく際、申込
書記載事項（保険契約申込書およびご契約の締結にあたって
ご提出いただく付属書類の記載事項をいいます。）について、弊
社に事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があります。主
な項目は次のとおりです。
　１．貴社の生産物
　２．貴社の売上高（保険料の算出基礎）
　3．生産物の販売地域
　4．同種の危険を補償する他の保険契約（共済を含みます。）

の有無およびその内容
など

なお、故意または重大な過失により、申込書記載事項について
弊社に知っている事実を告げなかった場合や事実と異なること
を告げた場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金を
お支払いできないことがありますのでご注意ください。

告 知 義 務

か    し

か    し

1．この特約をセットすることにより、基本契約では補償対象外の生産物のさび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由（以下「か
び・腐敗等」といいます。）が、次に掲げる2つの事故原因のいずれかに直接起因して発生した場合に補償します。
ア．かび・腐敗等の発生防止を目的として包装された生産物のシール不良・ピンホール等のその生産物自体の包装に関する不具合［注1］

イ．かび・腐敗等の発生防止を目的としてその生産物自体に使用を予定されていた防腐剤、脱酸素剤もしくはアルコール製剤等の封入
漏れまたは添加漏れ（予定されていたそれらの分量の不足を含みます。）

2．この特約では、次に掲げる費用をお支払いします。
ア．A 回収等費用に50％を乗じた額（1事故および保険期間中3,000万円を限度［注2］にお支払いします。ただし、この保険金額3,000万円は、
3 瑕疵ある偶然な汚染事故で設定する1事故および保険期間中保険金額に含み、免責金額（自己負担額）を適用しません。）

イ．E コンサルティング費用（保険金額とかかわりなくお支払いします。）

［注1］第三者に引き渡した後または第三者によって輸送される過程で発生したことが明らかな不具合は、補償対象外です。

［注2］保険証券記載の1事故および保険期間中保険金額が3,000万円未満の場合は、その保険金額が限度となります。

か び・腐 敗 等 一 部 補 償 特 約（ 3 , 0 0 0 万 円 ／ 縮 小 支 払 割 合 5 0 ％ ）

1．この特約をセットすることにより、日本から輸出した生産物も補償対象に加えることができます。
2．縮小支払割合は90％となります。ただし、日本国内からのみ回収する場合は、保険証券記載の縮小支払割合を適用します。

輸 出 生 産 物 補 償 特 約（ 縮 小 支 払 割 合 9 0 ％ ）

［注］保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを保険期間中に知り得
て、かつ、保険期間中もしくは保険期間の終了後14日以内に弊社に通知し
た場合に限り、保険金をお支払いします。

※保険金のお支払いは、弊社（その親会社等支配権を有する者を含みます。）に適用される経済制裁に関する法令または措置を遵守して行うものとします。
　これら法令または措置には、米国財務省外国資産管理室（Office of Foreign Assets Control）により行われる制裁措置を含みます。

・ 決算期間等精算方式：

・ 保険期間精算方式：

保険料の精算時の直近の会計年度
（1年間）における売上高に基づいて
精算を行う方式
保険期間中の実際の売上高に基づいて
精算を行う方式



保
険
金
の
お
支
払
い

に
つ
い
て

基
本
契
約
の
ご
説
明

オ
プ
シ
ョ
ン
特
約
の

ご
説
明

ご
注
意
事
項

用
語
の
ご
説
明

C
P
I
の

対
象
・
特
長

9 10

用語のご説明

あ
行

た
行

か
行

異物混入 生産物に本来含有されるべきではないものが混入または付着すること。ただし、本来含有されるべき規定の量を超
えた原材料の含有は、異物混入とはみなしません。

異物混入脅迫 生産物に異物混入を行う、または異物混入を行ったとの内容の文面または口頭等による被保険者に対する脅迫行
為のこと。

予期されるような品質、性能、性質が欠けていること。瑕疵
か    し

回収等 事故による損害の発生または拡大の防止を目的として行う生産物の回収のこと。
回収にかかる検査、調査、再加工、代替品の提供等の措置を含みます。

被保険者 この保険の補償を受けられる方のこと。
保険証券の所定欄に記載されていますが、記載がない場合は、保険契約者が被保険者となります。

さ
行

か
行

再加工 回収した生産物をその生産物本来の商品価値と同等の価値を有する物に加工し直すこと。

原価 生産物（代替品を含みます。）の対価から、被保険者の販売費・一般管理費および利益等を差し引い
た後の売上（または製造）原価のこと。

健康被害 人の身体の傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡のこと。
ただし、精神的苦痛、心的外傷、心因性嘔吐またはその他類似の症状を含みません。

補償期間

保険金の支払対象となる期間のこと。
事故が発生したことを被保険者が最初に知り得た時に始まり、次に掲げる時に終わります。ただし、いずれの
場合も12か月を限度とします。

消費者 最終的に生産物を摂取する、または身体に直接使用する者のこと。

生産物 被保険者が製造、販売または供給（製造、販売または供給を行う過程にあるものを含みます。）を行っ
た保険証券記載の財物（商品・製品）のこと。

害意

次に掲げる犯意または意思のこと。

な
行

は
行

ま
行

回収した生産物と引換えに給付される生産物のこと。代替品

 2 安全が損なわれる偶然な汚染事故  が発生したことを認定するための期間のこと。
消費者が生産物を使用もしくは摂取した時点から開始する７日間をいいます。認定期間

被保険者が事故が発生したことを最初に知り得た時の直前12か月のうち、補償期間に応当する期
間の営業収益のこと。

見込営業収益

生産物の製造もしくは調理にかかわる過程（包装その他類似の過程を含みます。）または輸送過程において、故意に
よらず偶発的に発生した次のアからキまでに掲げるいずれかの事由

偶然な汚染

縮小支払割合 損害額を縮小して保険金をお支払いする場合に適用する割合のこと。
原則として、基本契約には設定しません。

ア．消費者に健康被害を生じさせようとすること。
　または生産物を使用もしくは摂取することに消費者の嫌悪感を生じさせようとすること。
イ．被保険者の営業活動を阻害し、またはその評価をおとしめようとすること。
ウ．アまたはイにより、社会を混乱に陥れようとすること。

ア．回収等費用、広告宣伝活動等費用、生産活動維持費用、コンサルティング費用については、事故
により被保険者が被る損害がなくなった時、またはなくなったと認められる時のいずれか早い時

イ．喪失利益については、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時、または
回復したと認められる時のいずれか早い時

ア．異物混入
イ．次に掲げる成分等（原材料、添加物およびアレルギー物質を含みます。）に関する表示の誤り、表示漏れ
または表示順序の誤り
（ア）名称の漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、記号の表示の誤りまたは表示漏れ
（イ）数値または単位の表示の誤りまたは表示漏れ
（ウ）法令等に定めがある場合の、表示の順序の誤り
ウ．次に掲げる事項に関する表示の誤りまたは表示漏れ
（ア）効能、用法または用量
（イ）使用方法、調理方法または保存方法等の取扱方法
（ウ）有効期限、賞味期限、消費期限またはこれらに類似の日付
（エ）製造日、加工日、輸入年月日またはこれらに類似の日付

エ．容器もしくは袋等の包装または梱包の記載と内容物の相違。
　ただし、次に掲げる事由を除きます。
（ア）産地、採取地、製造地、採卵地またはこれらに類似の事項の相違
（イ）重量、体積、個数等の内容量または数量の相違
（ウ）付属物、封入物または添付物の過不足
（エ）生産方法、製造方法または加工方法の相違
オ．生産物本来の用途、機能、性質、品質を満たさぬまま、生産物が販売または供給されたこと。
　ただし、被保険者の過失によって生じた生産物の瑕疵に起因したものに限ります。なお、認定期間内に
　消費者に健康被害が発生しない場合は、補償の対象となりません。
カ．ポジティブリスト違反
※ 食品衛生法第13条第３項に規定する食品を製造、輸入、加工、使用、調理、保存または販売したこと。
ただし、同法第13条第３項に規定する物質のその食品に残留する量の限度について同法第13条第１項
の食品の成分にかかる規格に合うものは除きます。

キ．食中毒菌の混入
食品衛生法に食中毒の病因物質として掲げられた細菌が、法令で定められた基準値の上限を超えて検出
されたこと。ただし、基準値上限を超えない場合でも、現実に食中毒の被害が発生した場合は、基準値を
超えたものとみなします。

か   し



●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
　また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書（「契約概要」「注意喚起情報」等）を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。

お問い合わせ・お申し込みは

3A1-593（B-200072）20-3 30K（TF）

〒105-8602 東京都港区虎ノ門4-3-20
03-6848-8500
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
https://www.aig.co.jp/sonpo


